
不登校児童生徒への支援

課題解決に向けた具体的な方策

令 和 ７ 年 1 1 月 ４ 日
教 育 課 程 部 会
不登校児童生徒に係る特別の
教育課程ワーキンググループ
資 料 ３



１ 青森市における不登校の対策
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全ての児童生徒の学びの保障に向けた

あおもりし COCOLO プラン



１ 青森市における不登校の現状



たくさんの人のつながりの中で居場所づくり・絆づくりを支援する

あおもりし COCOLO プラン 策定

令和6年4月～
校内教育支援センター
（市内全小・中学校）

令和7年4月～
不登校等特認校
（市内６小・中学校）

令和４年11月～
個別プログラム

平成8年4月～
市適応指導教室

（フレンドリールーム
あおいもり） 夜間中学

保護者との教育相談会の開催
※年５回程度



児童生徒一人一人の夢・志を支援する「子どもの居場所マップ」



【小学生の事例】
自分の教室に入ることに対して不安を抱える児童への組織的な支援

① 校内教育支援センター利用のきっかけ

友達との関わりについて不安になり、自分の教室に入ることが怖くなった。

② 学校の対応

本人、両親、学級担任、校内教育支援センター担当の５人で教育相談を実施し、校内教育支

援センターを紹介したところ、翌日からセンターを利用することとなった。センターでは、そ

の日のプログラムをセンター担当と相談しながら本人が書き、プログラムに基いた支援を受け
ている。授業にはリモートでの参加し、朝自習や給食、清掃、帰りの会の時間は自分の教室に

戻ることとした。

③ 児童の変容

自分の教室で過ごす時間、校内教育支援センターで過ごす時間を区別し、基本的には、自分

の教室で過ごすということを意識させた結果、学級に復帰することができた。学級復帰にあた

っては、学級担任と校内教育支援センター担当がこまめに連絡を取りながら、本人の気持ちに

寄り添い、無理のない授業参加を促したことにより、日々、エネルギーを蓄えることができた

と感じている。

◇ 令和７年 ８月２８日時点、校内教育支援センターで支援した教科3教科。

◇ 令和７年１０月２０日時点、学級復帰。



【中学生の事例】
学習面に不安を抱える生徒への実態を踏まえた支援

① 校内教育支援センター利用のきっかけ
中１の５月頃から欠席が増え始め、中２の5月まで続いた。欠席理由は、授業中に指名され

るのが苦手で、周囲の目が気になる。
② 学校の対応

学校では、本人及び保護者との教育相談を実施し、自分の教室ではなく、校内教育支援セン
ターで、わからないところの補充学習から始めることとした。また、校内教育支援センタ―で
の様子は保護者に電話で継続的に伝え、情報を共有しながら支援を進めている。さらに、母親
の不安を軽減できるよう、スクールカウンセラーとも連携し、カウンセリングも実施した。

国語、社会、数学、理科、英語については、教科担任との信頼関係構築を図るため、個別指
導を実施し、学習内容の定着に努めている。一方、美術や技術・家庭科については、文化祭に
向けて作品づくりに取り組むこととした。

③ 生徒の変容
中２の4月時点では、登校できなかったが、本人の困り感を解消できるよう、安心できる居

場所として校内教育支援センターを提案し、実態を踏まえた支援を継続した結果、登校が続い
ている状況である。学級担任だけではなく、校内教育支援センター担当教諭とも一日の流れを
確認することで、見通しをもって学校生活を送れるようになってきている。

◇ 令和７年 ４月 ７日時点、校内教育支援センターで支援した教科はなし。
◇ 令和７年１０月１０日時点、校内教育支援センターで支援した教科は7教科。



過去１０年間の不登校児童生徒数の推移

個別プログラム
の作成、活用

コロナ禍

校内教育支援
センター設置



２ 個別プログラムを活用した支援



令和４年11月～ 個別プログラムを活用した支援



「保護者面談シート（不登校支援）」

＜ 目 的 ＞
① 支援できる人を把握するため
② 生活リズムを把握するため
③ 家庭での様子を把握するため
④ 学習・生活に係る支援をするため

＜ 面談体制 ＞
本人及び保護者と学級担任等による面談
を継続的に実施している。

※不登校等特認校については、センター長
も対応しており、必要に応じてスクール
カウンセラーとのカウンセリングにつな
げている。



「ケース会議活用シート」

＜構成メンバー＞

管理職、教務主任、

学年主任、学級担任、

生徒指導主任・生徒

指導主事、養護教諭

及びスクールカウン

セラーなど

※不登校等特認校に

ついては、センター

長も出席している。



「個別プログラム」

＜作成にあたって＞

個別プログラムの作

成にあたっては、本

人及び保護者の意向

を踏まえ、学級担任

が、教科担任等と連

携し、学習内容や学

習方法（個別指導、

遠隔授業、AI型ドリ

ル等）を確認して整

理している。



【事例１】 本人の実態に応じた個別プログラムの見直し

＜５月１日～２日＞
・リモートやプリン

トよりも自分のド
リルを希望。

＜６月12日～16日＞
・別室での学習。
※担任がその都度

学習内容を確認。

＜７月17日～21日＞
・７月１２日からは、

全ての授業に参加。
※国語100点。



○ 不登校児童生徒 ８３名減少
○ 新規不登校児童生徒 110名減少

  ○ 令和５年度不登校児童生徒のうち
１６２名が、令和６年度復帰

個別プログラムに基いた校内教育支援センターを活用した支援の成果



① 通知表に反映されることを伝えると、保護者は喜んでいた。また、作品を仕

上げることが目標になり、登校できた日数が増えた。

② 個別プログラムで実施できた学習活動が評価されることで、本人も頑張る

ことができた。やり遂げることができたという自信につながっている。保護者

        も子に対しての配慮された評価に安心感を得ている。

③ 学習課題に対して継続的に取り組もうとする意欲喚起につながっている。

        また、個の能力に応じた課題には興味関心を示している。規則正しい生活

        習慣への改善の兆しが見られた。

④ 学習内容を自分で決めることで、次どうするかを自分で決めて実行していく

        力になっている。

⑤ できたことに対する達成感、成就感が本人への自信へとつながり、自己肯

        定感の高まりが感じられた。その児童の姿に、保護者も無理をさせることな

        く子どもをバックアップしようという意識が生まれた。

【事例２】個別プログラムによる学習活動の評価に関わる児童生徒と保護者の変容



３ 不登校等特認校における取組



～ 日課表（中学校の例） ～

８月末時点、入学・転入学者 １５名

不登校児童生徒等の多様な学びの場を

保障する取組として、市内全域から入

学・転入学（転校）できるよう、６校を特

認校として設置し、校内教育支援セン

ターでの支援の充実に努めています。

【 北 部 】 油川小学校・油川中学校

【 西 部 】 新城中央小学校・新城中学校

【中部・南部】 堤小学校・浦町中学校

【 東 部 】 市適応指導教室

フレンドリールームあおいもり

令和７年４月～ 不登校等特認校での児童生徒への支援



① 支援体制

センター長：教員OB（元校長）、支援員

② 支援内容

【学習支援】

各教科の個別指導、遠隔授業への参加、AI型ドリル教材の

活用、協働的な学び（制作活動等）

【交流支援】

通常の授業や行事への参加、在籍学級の児童生徒との交流

（学活、給食、休み時間等）

【体験学習】

美術館鑑賞体験

③ 市適応指導教室「フレンドリールームあおいもり」

との連携 ※教育支援室等での相談

不登校等特認校における支援①

＜教育委員会＞

① 不登校等特認校運営協議会開催

参加者：校長、センター長、養護教諭、市教委

ア 各学校からの報告

（校内教育支援センターの運営状況等）

 イ 今後の運営についての協議

（養護教諭や支援員との連携状況等）

ウ 市教委からの指導・助言

② 不登校等特認校説明会開催

参加者：保護者、校長、センター長、市教委

ア 各学校からの説明

イ 個別相談

③ 学校訪問の実施

校内教育支援センターの運営に係る指導・

助言

支 援



不登校等特認校における支援②



【事例３】 校内教育支援センターでの支援状況



個別の学習支援

養護教諭との健康相談

【事例４】 校内教育支援センターでの支援状況



① 小学校での事例でも紹介したが、登校はできているが、友達との関わりから教室
に入りづらいような児童生徒も校内教育支援センターによる支援により、学級復
帰できている現状を踏まえると、不登校傾向が見られ、その後不登校となる可能
性が高い児童生徒に対して、早期に支援することは極めて有効である。

② 不登校児童生徒の状態によっては、達成感を味わったり、本人の自信につなが
る学習内容とすることで、自己肯定感が高まり、課題に継続的に取り組めるよう
になることから、丁寧な本人の状態把握を踏まえ、学習内容を決定する必要があ
る。

③ 校内教育支援センターにおける指導体制は、自治体や学校によって様々である
ことを踏まえると、拠点校（青森市の場合は不登校等特認校）で特別の教育課程
を編成・実施することとし、対象校を予め判断し、人材を重点的に配置する方法も
有り得る。その上で、教育委員会が積極的に指導・助言したりするなど、学校現
場を十分支援する必要がある。

特別の教育課程の編成・実施に向けて



参 考 資 料
～校内教育支援センター設置マニュアル～



校内教育支援センター設置マニュアル【設置の目的】

（１） 設置の目的
児童生徒の実態に応じた個別プログラムを作成、活用し、学ぶ楽
しさ、できる喜びを味わわせ、自己実現を果たせるよう支援の充実

   を図るために設置する。

※ 校内教育支援センターとは、学校には行けるけど自分のクラスに
は入れない時や、少し気持ちを落ち着かせてリラックスしたい時
に利用できる、学校内の空き教室等を活用した部屋のことです。
児童生徒のペースに合わせて相談にのったり、学習のサポートを
したりする場所です。

【文部科学省・『COCOLOプラン』・令和５年３月より】



（２） 支援内容 「個別プログラムの作成と活用（自己決定と自己実現）」

① 学習支援
各教科の個別指導、遠隔授業への参加、AI型ドリル教材の活用、
協働的な学び（制作活動等）

② 教育相談
    学級担任、養護教諭、スクールカウンセラーとの教育相談

③ 交流支援
通常の授業や行事への参加、在籍学級の児童生徒との交流

    （学活、給食、休み時間等）
④ 一時利用

児童生徒の状況に応じて、保護者と連携した柔軟な対応

校内教育支援センター設置マニュアル【支援内容】



一人一人が安心して過ごせる温かい空間



校内教育支援センター設置マニュアル【一日の流れ】



校内教育支援センター設置マニュアル【役割分担】



校内教育支援センター設置マニュアル【一年の流れ】



◇ 校内教育支援センター利用案内・利用申請書


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31

